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共生型交流エリア

粟生畑ケ田公園
（インクルーシブ公園）
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地域生活支援拠点等とは…

 地域生活支援拠点等とは障がい者等の重度化・高齢化や「親亡き後」に備えるとと

もに、地域移行を進めるため、重度障がいにも対応できる専門性を有し、地域生活

において、障がい者等やその家族の緊急事態に対応を図るもの

 この圏域では複数の事業者が分担して機能を担う「面的整備」で整備を進めており、

緊急のときや対応が難しいケースを1つの事業所だけで抱えるのではなく、地域全

体で支える仕組みを作っていくものとする

⇒点や線から円・面で支える仕組みづくり

 そのために地域でできることをやっていこうと趣旨にご賛同いただける事業所（登

録事業所）を募り、ネットワーク（円や面）を作っていく

 緊急時に困りそうな対象者を、事態に陥る前にどう対応していくかを相談支援専門

員などの「個」で抱えるのではなく「協力者」を作っていくためのツールとしてこ

のネットワークを構築していきたい

⇒緊急時を緊急時にしない事前の体制づくり



参考：厚生労働省
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⚫ 面的整備のイメージ
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地域生活支援拠点等とは…

① ②

③

④

⑤



令和7年10月 事業所主催による説明会で事業の説明

令和8年1月 2市1町主催での事業説明会、登録協力依頼

令和8年3月 圏域内事業所へ文書による依頼

6

体制整備に向けた取り組み

事業所への協力依頼

アナウンスしたこと

◇今までの支援が大きく変わるものではなく、各事業所が「できる範囲で」ご協力いただく

ことを制度化し、体制を作っていくもの

◇拠点事業を行うにあたって、協力いただける事業所を「登録」するが、事業の推進にあ

たっては登録した事業所だけで行われるものではなくほかの事業者にもお願いすることがあ

る

◇いままでアンオフィシャルでご対応いただいていたことを制度化し、加算等により評価さ

れる

◇圏域内のほかの事業所との連携が深まり支援の幅が広がる

◇登録事業所として２市１町が公表する（地域貢献している事業所であることがアピールで

きる）
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参考：事業ごとで担っていただきたい機能（北埼玉地域）



➢ 定義

拠点関係機能から構成されるネットワークの運営や機能の充実等の総合調整を図り、情報連携等を行う

➢ 要件

①協議会への参画又は運営の実績など、地域における相談支援体制や障がい福祉サービス提供体制の構築等について、一定

の知識及び経験を有する者

②障がい者等に対する相談支援や地域移行に係る支援等に相当機関従事するなど、地域生活・障がい者等への支援について

一定の知識及び経験を有する者

③その他社会福祉士など障がい者支援に関する一定の知識及び経験を有する者

➢ 業務イメージ

・拠点関係機関との日ごろからの情報連携や協議会への参画

・各事業所と日頃から情報連携を行いながら緊急受入体制の構築を図るとともに、地域生活支援拠点等の機能を担う機関の

拡充を図る

・障がい福祉サービス等を利用していない対象者の緊急時に備えた相談、緊急時の対応を行う

・対象者に計画相談支援や障害児相談支援が行われている場合は、相談支援専門員とともに受け入れ先を探す、対応方法を

一緒に考える
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拠点コーディネーターとは…
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児童発達支援センターとは…

参考：こども家庭庁



【主な事業】
⑴児童発達支援定員２０人（午前・午後各１０人）
⑵放課後等デイサービス定員１０人
⑶保育所等訪問支援
⑷障害児相談支援

中核機能 具体例

①幅広い高度な専門性に基づく発達
支援・家族支援機能

・多様な専門職在籍による高度な専門的支援の実施
・食事提供に伴う「食育」の実施
・ペアレントトレーニングやソーシャルスキルトレーニング
の開催

②地域の障害児通所支援事業所に対
するスーパーバイズ・コンサルテー
ション機能

・児童通所事業所連絡会との連携、ネットワーク構築
・事業所向け研修の実施

③地域のインクルージョン推進の中
核機能

・保育所等訪問の実施
・地域の保育所等との連携、ネットワーク構築

④地域の発達支援に関する入口とし
ての相談機能

・基幹相談支援センターやこども家庭センター等の関係機関
との連携体制により「気付き」の段階にあるこどもや家族を
適切な支援につなげる
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児発センターの事業内容

4つの中核機能



⚫ 様々な世代や属性の方が集まることのできる「場」が

同じエリアにあることの強みを生かし、顔の見える関

係・連携づくりや協同した取り組みなどを通じた相乗

効果を生み出すことを期待し、「協議会」を設置

⇒障がいの有無や年代にかかわらず、文化スポーツな

どを通じて市民が交流できるイベントや事業（「場」の

創出）を進めていく
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エリアとしての取り組み
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